
■従来見積活用方式の課題 

①積算に関する試行については、受発注者両方で手続きが煩雑。 
②発注者からは、「ヒアリングにより発注担当部署が競争参加者をわかってしまう」や「見
積書の妥当性の判断が難しく、労力を要する」 

■見積活用方式の簡素化見直し 

現在の不調・不落の発生状況も踏まえ、より効果的に実勢価格を反映できるよう改定 

①見積書式を定めて依頼。単純比較で見積採用可能なルールとする。 
②見積については、乖離理由が不明として見積を取る試行であることから、単純に平均
的な歩掛を採用することとした。 

③高知県内の入札談合事案への配慮、及び、積算労力の簡素化の観点から、ヒアリン 
  グ及び見積書の関係資料（過去の他工事の実績等）の提出を廃止。 

平成26年1月 見積活用方式の試行 －改定概要－ 



平成26年1月 見積活用方式の試行 －概 要－ 

 発注者の積算との乖離が大きく、入札の不調・不落が発生している工事において、予定価格の作成にあたり競争
参加者の見積もりを活用する方式 
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◆手続きの流れ 

＜見積もりの提出依頼＞ 
①標準積算と実勢価格に乖離が考え

られる工種 
②標準構成を提示し、歩掛記載内容

を統一して見積もり依頼。 
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◆概  要 

＜見積書採用の判断＞ 
・見積書の歩掛記載内容を統一することで、
徴収した見積書を比較。 

・見積書の平均的な歩掛を採用。 

＜見積採用の公表＞ 
・競争参加資格通知時に採用
見積もり歩掛を電子入札シス
テムにより配布を行う。 
 

◆適用 

 対象工事：標準積算と実際にかかる費用に乖離が考えられる工事 
 対象工種：直接工事費及び共通仮設費の積み上げ部分 
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◆対象工事及び工種 

 平成26年1月より公告する「見積活用方式」の試行工事に適用する 

 



見積りを活用する積算方式について 

特記仕様書記載例（対象工事には、以下のような記載を致します。） 
  本工事は、直接工事費及び共通仮設費の一部について、見積もりの提出を求める「見積もり活
用方式」の試行工事である。 

  本工事は、直接工事費の「○○工」及び共通仮設費の「○○」に係わるものについて、見積書の
提出を求め、予定価格作成の為の参考とする工事である。 

  見積採用工種等の変更については、他の工種と同様の扱いとする。 
  また、本工事は、諸経費動向調査の対象工事である。調査にあたっては、別途、監督職員によ
り通知される調査要領等に基づき調査票の作成を行い、工事完了後20日以内に監督職員に提
出するものとする。 

 

標準積算 

予定価格の作成 

乖離 （実勢価格と標準積算） 
・個別の現場条件が反映しきれない。 
・実勢価格の変化が激しい。 

など・・・ 

乖離部分と想定される項目 
の見積りを求める。 

算 
反映 

・見積書の平均的なものを採用 積 算 



見積りを活用する積算方式について 

入札公告 

入札公告に見積活用 
方式採用の有無が 
記載されています。 

イメージ 

イメージ 

競争参加資格確認申請者の
方々に、見積依頼を行います。 
なお、見積に不備（未提出等）
があったものに対して、これを
理由として契約手続き中の工
事において不利益な扱いを行う
ことはありません。 

見積依頼書 



見積りを活用する積算方式について 

イメージ 

「参考資料」として競争参加資格
確認申請者へ電子入札システ
ムにより配布を行います。 

公表イメージ 



入札公告 

競争参加資格確認申請書及び 
技術資料の提出 

入札書の提出 

開札 

技術資料の審査・評価 

競争参加資格の確認結果の通知 

予定価格作成 

入札公告 

競争参加資格確
認申請書の提出 

開札 

予定価格
作成 

入札書と技術資料の同時提出 

競争参加資格の
確認結果通知 

入札書と 
同時提出 

予定価格作成 
時期の後倒し 

技術資料の
審査・評価 

 

歩掛見積
の提出 

見積りを活用する積算方式について 

通 常 型 同時提出型 

見積書 
提出 

採用歩掛 
公表 

見積書 
提出 

採用歩掛 
公表 

通常型と同時提出型では、「見積書の提出」及び「採用歩掛の公表」のタイミングが違います。 
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